
 
 

地域支援事業の実施について（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生

労働省老健局長通知、最終改正：平成３１年４月２６日老発０４２６第５号） 

 

（該当箇所抜粋） 

 

Ⅱ．平成 31 年 10 月１日以降 

 

訪問介護員等によるサービス費（訪問介護従前相当サービス費）及び通所介 

護事業者の従事者によるサービス費（通所介護従前相当サービス費）は、それ 

ぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっ 

ては、以下に掲げる他は、平成 30 年度介護報酬改定前の指定介護予防サービ 

スに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７ 

号）及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に 

伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発第０３１７００ 

１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００１号、厚生労働省老 

健局計画・振興・老人保健課長連名通知）に準ずるものとする。ただし、介護 

職員等特定処遇改善加算については、平成 31 年度介護報酬改定後の指定介護 

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告 

示第１２７号）及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基 

準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発第０ 

３１７００１号・老振発第０３１７００１号・老老発第０３１７００１号、厚 

生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知）の介護職員等特定処遇改 

善加算の取扱に準ずるものとする。 

 

１ 訪問介護員等によるサービス費（訪問介護従前相当サービス費） 

イ 訪問型サービス費Ⅰ １，１７２単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週１回程度の訪問） 

ロ 訪問型サービス費Ⅱ ２，３４２単位 

（事業対象者・要支援１・２ １月につき・週２回程度の訪問） 

ハ 訪問型サービス費Ⅲ ３，７１５単位 

（事業対象者・要支援２ １月につき・週２回を超える程度の訪問） 

二 訪問型サービス費Ⅳ   ２６７単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で４回までの 

サービスを行った場合） 

ホ 訪問型サービス費Ⅴ ２７１単位 



 
 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき・１月の中で全部で５回から８ 

回までのサービスを行った場合） 

ヘ 訪問型サービス費Ⅵ ２８６単位 

（事業対象者・要支援２ １回につき・１月の中で全部で９回から１２回 

までのサービスを行った場合） 

ト 訪問型サービス費（短時間サービス） １６６単位 

（事業対象者・要支援１・２ １回につき 主に身体介護を行う場合 １ 

月につき２２回まで算定可能） 

チ 初回加算 ２００単位（１月につき） 

リ 生活機能向上連携加算 

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位（１月につき） 

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位（１月につき） 

ヌ 介護職員処遇改善加算 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×１３７／１０００ 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×１００／１０００ 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）＋所定単位×５５／１０００ 

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ）＋（３）の９０／１００ 

（５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ）＋（３）の８０／１００ 

ル 介護職員等特定処遇改善加算 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×６３／１０００ 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×４２／１０００ 

注１ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月に 

おいてイからルを算定しない。 

注２ リの算定要件等については、平成 30 年度介護報酬改定後の訪問介護 

における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。 

注３ イからトまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同 

一建物の利用者２０人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に９０ 

／１００を乗じる。なお、建物の範囲については、平成 30 年度介護報 

酬改定後の訪問介護における取扱に準ずる。 

注４ イからトまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数 

に１５／１００を乗じた単位を足す。 

注５ イからトまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算 

定する場合は、所定単位数に１０／１００を乗じた単位を足す。 

注６ イからトまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加 

算を算定する場合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を足す。 



 
 

注７ ヌについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。 

なお、（Ⅳ）（Ⅴ）については、給付において廃止される同時期におい 

て廃止する。 

注８ ルについて、所定単位はイからリまでにより算定した単位数の合計。 

算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれか 

を算定していることを要件とする。また、（１）の算定に当たっては、 

対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算 

（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定していることを要件とする。なお、（１）か 

（２）のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算 

定しない 

注９ 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域 

等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員処遇改善加算、介護 

職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目であ 

る。 

 

２ 通所介護事業者の従事者によるサービス費(通所介護従前相当サービス費) 

イ 通所型サービス費 

(１) 事業対象者・要支援１ １，６５５単位（１月につき） 

(２) 事業対象者・要支援２ ３，３９３単位（１月につき） 

(３) 事業対象者・要支援１ ３８０単位（１回につき・１月の中で全部 

で４回までのサービスを行った場合） 

(４) 事業対象者・要支援２ ３９１単位（１回につき・１月の中で全部 

で５回から８回までのサービスを行った場合） 

ロ 生活機能向上グループ活動加算 １００単位（１月につき） 

ハ 運動器機能向上加算 ２２５単位（１月につき） 

ニ 栄養改善加算 １５０単位（１月につき） 

ホ 口腔機能向上加算 １５０単位（１月につき） 

へ 選択的サービス複数実施加算 

(１) 選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 

① 運動器機能向上及び栄養改善 ４８０単位（１月につき） 

② 運動器機能向上及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき） 

③ 栄養改善及び口腔機能向上 ４８０単位（１月につき） 

(２) 選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 ７００単位（１月に 

つき） 



 
 

ト 事業所評価加算 １２０単位（１月につき） 

チ サービス提供体制強化加算 

(１) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

① 事業対象者・要支援１  ７２単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２ １４４単位（１月につき） 

(２) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

① 事業対象者・要支援１  ４８単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２  ９６単位（１月につき） 

(３) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

① 事業対象者・要支援１  ２４単位（１月につき） 

② 事業対象者・要支援２  ４８単位（１月につき） 

リ 生活機能向上連携加算 ２００単位（１月につき） 

※ 運動器機能向上加算を算定している場合には、１００単位（１月につ 

き） 

ヌ 栄養スクリーニング加算 ５単位（１回につき） 

※ ６月に１回を限度とする 

ル 介護職員処遇改善加算 

(１) 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ＋所定単位×５９／１０００ 

(２) 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ＋所定単位×４３／１０００ 

(３) 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ＋所定単位×２３／１０００ 

(４) 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） ＋(３)の９０／１００ 

(５) 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） ＋(３)の８０／１００ 

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 

(１) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）＋所定単位×１２／１０００ 

(２) 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）＋所定単位×１０／１０００ 

注１ イについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に７ 

０／１００を乗じる。 

注２ イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単 

位数に７０／１００を乗じる。 

注３ イについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定 

する場合は、所定単位数に５／１００を乗じた単位を足す。 

注４ イについて、若年性認知症利用者受入加算を算定する場合は、所定単 

位数に１月につき２４０単位を足す。 

注５ イについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用す 

る者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。 



 
 

イ(１)及び(３)３７６単位 

イ(２)及び(４)７５２単位 

注６ ロ、ハにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法 

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の 

資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能 

訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものと 

する。 

注７ ニの算定要件等については、平成 30 年度介護報酬改定後の通所介護 

における栄養改善加算の取扱に準ずる。 

注８ リの算定要件等については、平成 30 年度介護報酬改定後の通所介護 

における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。 

注９ ヌの算定要件等については、平成 30 年度介護報酬改定後の通所介護 

における栄養スクリーニング加算の取扱に準ずる。 

注 10 ルについて、所定単位はイからヌまでによる算定した単位数の合 

計。なお、（Ⅳ）（Ⅴ）については、給付において廃止される同時期に 

おいて廃止する。 

注 11 ヲについて、所定単位はイからヌまでにより算定した単位数の合 

計。算定に当たっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいず 

れかを算定していることを要件とする。また、（１）の算定に当たって 

は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを算定していることを要件とす 

る。なお、（１）か（２）のいずれかの加算を算定している場合におい 

て、一方の加算は算定しない 

注 12 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体 

制強化加算及び介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 

は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。 


